
9

編集
発行

令和４年（2022）
NO.153

ホームページ��http://www.matsubushi-shakyo.or.jp�

社会福祉法人 松伏町社会福祉協議会
松伏町大字松伏357 　　048-991-5341ＦＡＸ　　048-991-2700電話

身近身近なな福祉福祉のの情報誌情報誌

まつぶし社協まつぶし社協
だよりだより

彩の国ボランティア体験プログラムより  〜松伏総合公園で清掃&散策〜

松伏総合公園でたくさんゴミを拾いました

募金受付期間
令和５年３月31日●まで

松伏町社会福祉協議会
フェイスブックの

QRコード

松伏町社会福祉協議会
HPの

QRコード

赤い羽根共同募金運動
が始まります。

金

松伏町ボランティアセンター
LINE公式アカウントの

QRコード

ふれあいセンターかがやきふれあいセンターかがやきにに
お便りが届きました!お便りが届きました!

土日、祝祭日、年末年始は除きます。

詳細につきましては上記電話にて
ご相談いただくかHP（上記URL、
下記QRコード）をご確認ください。

嘱託職員募集
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この「社協だより」は､皆さんの社協会費や共同募金配分金などにより発行されています。2

　　  「赤い羽根共同募金」　　　　  「赤い羽根共同募金」　　
「「地域歳末たすけあい募金地域歳末たすけあい募金」」が始まりますが始まります
　今年も10月１日から共同募金運動が全国一斉に始まります。皆さまの温かいご支援を賜ります
ようお願い申し上げます。
　募金は、強制ではありません。皆さまの善意のご協力をお願い申し上げます。

募金の使いみち
　集まった募金は、埼玉県共同募金会で
取りまとめられます。
　その後、集まった募金の50％が松伏
町社協へ配分され、残りの50％は県内
の社会福祉施設等に配分されます。
　松伏町社協では、下記の事業に配分し
ています。

　①まつぶし社協だよりの発行
　②紙おむつ配布事業
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　集まった募金は、埼玉県共同募金会で取
りまとめられます。その後、集まった募金
の全額が松伏町社協に配分されます。
　松伏町社協では、下記の事業に配分して
います。
　①歳末たすけあい援護金事業
　②歳末大掃除事業
　③ひとり親家庭図書カード配布事業
　④新生児絵本配布事業
　⑤ひとり暮らし高齢者歳末激励事業
　⑥あったかギフト事業（生活困窮世帯の方）
　⑦災害対策事業
　⑧紙おむつ配布事業

地
域
歳
末
た
す
け
あ
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募
金
！

歳末たすけあい事業の申請受け付けが始まります

申請期間：�令和４年９月21日（水）～令和４年10月11日（火）　　　　　　　　
午前８時30分～午後５時00分（土日・祝祭日を除く）

申請方法：�松伏町社会福祉協議会（ふれあいセンター２階）に直接お越しいただき、
申請書にご記入ください。

　　　　　�お越しいただくことができない場合は、担当地区
の民生委員さんへご相談いただくか、郵送による

　　　　　申請も受け付けておりますので、ご連絡ください。

連�絡�先：９９１ー２７００・２７０１

�※�この事業を申請し利用するには、歳末たすけあい運動援護金検討委員会の審査があ
りますので、必ずしも利用できるとは限りません。

※�P3の1.�歳末たすけあい援護金事業の審査を行い、援助が決定した方は、歳末たすけあい
援護金事業が優先されるため、P3の２～４の事業を重複して利用することはできません。

注 意

申請者 社　協 歳末検討
委員会

①申請

④実施

②審査

③決定

共同募金共同募金
運動運動
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社協の各事業は、皆さんの社協会費や共同募金配分金、一円玉募金などにより地域福祉に役立てられています。 3

■歳末たすけあい各事業及び申請できる要件は次のとおりです。

１．歳末たすけあい援護金事業
　【内　容】生活が困窮している世帯に、町内で使える商品券を援助します。
　【対　象】�次の①～④全てに該当する方
　　　　　�①�令和４年９月１日以前に住民登録し、町内在住の昨年度社協会員世帯で今後も引き続

き会員加入いただける方
　　　　　②町民税が非課税の世帯の方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　③自動車を所有していない世帯の方��※ただし、身体的な理由で必要な場合は除きます。
　　　　　④生活保護受給世帯ではない方��※生活保護受給世帯の方は対象となりません。

２．歳末大掃除事業
　【内　容】ご自宅の一部の掃除を援助します。
　【対　象】�町内在住の昨年度社協会員世帯で今後も引き続き会員加入いただける方で町民税が非課税の

世帯の方であり、申請する住所地に生活の実態があり、次の①～③いずれかに該当する方
　　　　　�※生活保護受給世帯・世帯分離は除きます。
　　　　　①��松伏町で障害福祉サービス支給決定を受け、障害支援区分２以上のひとり暮らしの方
　　　　　②���松伏町で介護認定を受け、要介護２以上の65歳以上のひとり暮らしの方
　　　　　　　（昭和32年12月31日以前に生まれた方）
　　　　　③�75歳以上の高齢者のみの世帯の方（昭和22年12月31日以前に生まれた方）
　【自己負担】１，５００円
　【添付書類】��障害福祉サービス支給認定を受けている方・・・・・障害福祉サービス受給者証のコピー

介護認定を受けている方・・・・・・・・・・・・・・・・介護保険被保険者証のコピー
　　　　　�75歳以上の方・・・・・・・・・・・・氏名・住所・生年月日が確認できる書類のコピー
　　※応募多数の場合は、昨年度本事業を利用していない世帯を優先し、抽選とします。

３．ひとり親家庭図書カード配布事業
　【内　容】ひとり親家庭に、図書カードを配布します。
　【対　象】�町内在住の昨年度社協会員世帯で今後も引き続き会員加入いただける方で、平成16年４

月２日以降に生まれた子（未就学児を除き、就学中に限る）を育てているひとり親家庭��
※生活保護受給世帯を除きます。

　【添付書類】児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給者証のコピー。
　　　　　�※上記書類がない場合は、ひとり親家庭だと証明できる書類のコピー。

４．新生児絵本配布事業
　【内　容】�１歳児までの新生児へ絵本を配布します。
　【対　象】�町内在住の昨年度社協会員世帯で今後も引き続き会員加入いただける方で、令和２年

９月１日から令和４年８月31日までに生まれた子のいる世帯
　【添付書類】氏名、住所、生年月日が確認できる書類のコピー又は子ども医療受給者証のコピー
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この「社協だより」は､皆さんの社協会費や共同募金配分金などにより発行されています。4

令和３年度 事業報告（主な事業）

歳末激励事業
認知症予防事業（認知症予防ケア教室）
認知症啓発事業（オレンジカフェ）

高齢者福祉事業高齢者福祉事業

まつぶし社協だよりの発行
ホームページ・フェイスブック

情報提供・啓発事業情報提供・啓発事業

小地域福祉活動への助成
福祉機器及び福祉車両貸出
世代間交流事業への助成
ふれあい・いきいきサロン

地域福祉振興事業地域福祉振興事業

ひとり親家庭への図書カード配布
危険箇所への看板設置

子育て支援・児童福祉事業子育て支援・児童福祉事業

福祉教育活動の支援
彩の国ボランティア体験プログラム事業
ボランティア活動への助成

ボランティア活動及び福祉教育事業ボランティア活動及び福祉教育事業

紙おむつの配布
救急医療情報キット設置
高齢者などへの歳末大掃除

在宅福祉事業在宅福祉事業

障がい者団体の育成及び活動助成
紙おむつの配布
視覚障がい者に対する朗読奉仕事業

障がい者福祉事業障がい者福祉事業

協力
松伏町民生委員・児童委員協議会

～彩の国ボランティア体験プログラム事業～

～認知症予防事業～

～救急医療情報キット～

～世代間交流事業～

　皆さまからいただいた社協会費や共同募金配分金などを財源として、地域の皆さま
からご協力をいただき、様々な事業を行いました。

～福祉車両の貸出～

　越谷市、吉川市の福祉施設が集まる就職相談会を開催します。
　無資格・未経験で働ける職場もありますので、お話だけでも聞きにきてください。

コロナウイルス感染防止対策をします。詳しくはホームページでお知らせします。「埼玉県福祉人材センター」で検索してください。
日時：令和４年10月５日 水曜日 14：00～15：30  場所：越谷サンシティ　ポルティコホール

問合せ先　社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会福祉人材センター
　　　　　電話：048－833－8033（月曜日～金曜日10：00～17：00 祝日を除く）

地域就職相談会地域就職相談会  ～地域を支える福祉のお仕事してみませんか？～
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紙おむつの配布
救急医療情報キット設置
高齢者などへの歳末大掃除

【法人全体】

【事業項目別収支】

令和３年度　決算報告

地域福祉事業 収入（円） 支出（円）
法人運営事業 57,457,603 51,341,149
ボランティアセンター事業 1,720,637 920,156
共同募金配分金事業 1,714,450 1,714,450
福祉サービス利用援助事業 918,054 918,054
福祉資金貸付金事業 3,611,735 78,000
地域福祉活動推進事業 6,056,217 5,368,269
心配ごと相談所運営事業 1,079,935 1,036,869
ふれあいセンター指定管理事業 8,168,406 6,861,858
生活支援体制整備事業 1,666,173 1,586,807

デイサービス事業 収入（円） 支出（円）
デイサービス指定管理業務 5,169,022 4,872,059

放課後児童健全育成事業 収入（円） 支出（円）

学童クラブ指定管理事業 82,183,426 80,071,215

障害介護事業 収入（円） 支出（円）
障害者訪問介護事業 4,166,535 1,481,524

自動販売機設置事業 収入（円） 支出（円）
自動販売機設置事業 78,790 78,790    

訪問介護事業 収入（円） 支出（円）
居宅介護支援事業 9,687,410 7,682,243
老人訪問介護事業 11,921,126 10,988,611

障害福祉サービス事業 収入（円） 支出（円）
かるがもセンター生活介護 34,622,095 34,621,713
かるがもセンター就労支援B型 19,584,723 19,488,686

収入　238,846,443円

（内部取引6,492,000円除く）
支出　218,150,559円

（内部取引6,492,000円除く）

貸付事業

介護保険事業
（6%）

障害福祉サービス等事業
（13%）

就労支援事業 （1％）

寄付金
会費 （2%）

受取利息
その他の収入 （1％）
積立資産取崩収入 （1%）

受託金
（38%）

事業費
（10%）

補助金
（16%）

繰越金収入
（12%）

積立資産支出 （2%）
ファイナンスリース債務
固定資産取得

固定資産売却収入

負担金 （1%）

就労支援事業 （1%）
助成金 （1%）

受託事業
（72%）

事務費
（8%）

事業費
（15%）

広告を掲載していただける企業を募集しています。
広告の規格

１号広告（縦45㎜×横90㎜）
２号広告（縦45㎜×横180㎜）

広  告  募  集広  告  募  集

松伏町社会福祉協議会��電話：048-991-2700問合せ
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この「社協だより」は､皆さんの社協会費や共同募金配分金などにより発行されています。6

皆さまから寄せていただきました善意は、　　　皆さまから寄せていただきました善意は、　　　
　　　社会福祉事業に使用させていただきます。　　　社会福祉事業に使用させていただきます。

社会福祉事業への寄附ありがとうございました。社会福祉事業への寄附ありがとうございました。

吉松運輸㈱　 11,000円
池上　彰 3,000円
松伏町カラオケ連合会 100,000円
鈴木潤一 10,000円
蕗のとう 7,000円
松伏心身障害児・者親の会スマイルクラブ
 20,000円

第５区連合会　金属置場 5,000円
㈱藤江農園 4,929円
ダイセーロジスティクス㈱松伏ハブセンター
 30,000円
中村和子 2,000円
新井　務 10,000円
匿名４件 212,147円

　　　　　　　　　　　　　≪令和４年５月１日～令和４年７月31日≫（順不同・敬称略）

　認知症にならないためには、日頃から予防を意識して生活することが大切だと言われています。
　毎日を楽しく活き活きと過ごし、いくつになっても自立した生活がおくれるように、地域の皆さ
んと一緒に認知症予防に取り組んでいきましょう。

弁護士による無料法律相談会
　「法の日」の行事として、埼玉弁護士会越谷支部の弁護士が、離婚、相続、
借金、交通事故の問題などあらゆる法律問題にお応えします。
開 催 日：令和４年９月 30 日（金）
場　　所：越谷市中央市民会館　越谷市越ヶ谷４－１－１（越谷駅東口から徒歩７分）
時　　間：午後 1 時 30 分～午後４時 00 分（1 人 30 分以内）
申　　込：事前予約制（９月 16 日受付開始）※先着順
問合せ先： 埼玉弁護士会越谷支部　事務局　
　　　　　  ＴＥＬ：048-962-1188  　ＦＡＸ：048-962-1422
　　　　　  （ 月～金曜日　午前 10 時～午後４時 30 分 ）

開催場所：ふれあいセンターかがやき　1 階　多目的室１
日　　時：毎月第３金曜日　午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分
　　　　　９月16日（金）・10月21日（金）・11月18日（金）・12月16日（金）　１月はお休み
持 ち 物：汗拭きタオル・水分補給用（水、麦茶等）・筆記用具
内　　容： ・認知症という病気について学ぶ　　　
　　　　　・リズムに合わせて簡単にでき毎日続けていける体操
　　　　　・脳を活性化するトレーニング　　　　　　　　　　　　
　　　　　・懐かしいメロディーにのってリラクゼーション
申し込み：開催月の１日から電話にて受付いたします。（先着 15 名）

松伏町社会福祉協議会　０４８－９９１－２７００

～令和４年度認知症予防事業～
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　モデル地区にお住まいで食料品などの買い物に行くことが困難な高齢者等に対し、当協議会所
有の車両を利用した買い物移動支援サービスをモデル事業として実施しています。本モデル事業
の参加者を募集します。※10月から集合場所に魚沼東集会所を追加し、ご利用しやすくなりました。

【実 施 回 数】　週１回１便（毎週 水曜日 ※祝日を除く。）
【実 施 日 程】　

【集 合 場 所】　①築比地上農村センター（築比地2256）②魚沼東集会所（魚沼486）
　　　　　　　③関農民センター（魚沼1744）

【コ　ー　ス】　�①築比地上農村センター ⇒ ②魚沼東集会所 ⇒ ③関農民センター ⇒ 
　　　　　　　 いなげや松伏店等で買い物（30分程度）⇒ 各々の利用者宅（付近）

【参加者定員】　６名　�　【参　加　費】　１回100円
【参 加 条 件】　以下①②③全てに該当する方
　　　　　　　①原則として、モデル地区にお住まいの方
　　　　　　　② 自動車の運転ができない、家族や専門職等から支援が受けられ
　　　　　　　　ない等の理由で日常の買い物に支障をきたしている方
　　　　　　　③一人で歩くことができ、買い物自体をご自分でできる方

【参加申込み】　電話で申込み（先着順。申込受付時間は9：00 ～ 17：15）
　　　　　　　　 ※代理申込み可。
　　　　　　　　 ※１回の申込みでおひとりの参加申込受付となります。
　　　　　　　　 ※先着順ですが多くの方にご参加いただくため、参加回数の多い方の参加をお断りする場合があります。
　　　　　　　　 ※初回申込時に利用者登録をさせていただきます。

【お申込み・お問合せ】　松伏町社会福祉協議会　電話０４８－９９１－２７００　

買い物移動支援サービス モデル事業 参加者募集

モデル地区：築比地・魚沼地区

※　実　施　日 申込期間（祝日、土日を除く。）
10/5・10/12 9/20（火）～ 9/27（火）
10/19・10/26 10/3（月）～ 10/7（金）
11/2・11/9 10/20（木）～ 10/26（水）
11/16・11/30 11/1（火）～ 11/8（火）
12/7・12/14 11/21（月）～ 11/28（月）
12/21・12/28 12/1（木）～ 12/7（水）
令和 5 年 1/4・1/11 12/20（火）～ 12/26（月）
1/18・1/25 令和5年1/4（水）～1/11（水）

※ 令和５年２月以降の
実施日程については、
１月号の社協だより
でお知らせします。

※ 荒天等により、中止に
なる場合があります。

10月から集合場所に
魚沼東集会所が
追加されます。

買い物移動支援見守りボランティアも
募集しています! ※下記お問合せまでご確認ください。

松伏町社会福祉協議会
電話 ９９１―２７００問合せ先

　救急医療情報キット内の救急情報が変更
となった方は、右記の問合せ先までご連絡
ください。当協議会で情報を更新させてい
ただきます。
　また、右記の緊急ふれあいカードをお持
ちの方につきましても、右記問合せ先まで
ご連絡ください。現在は救急医療情報キッ
トに移行しておりますので、カードを回収
し、救急医療情報キットに移行する手続き
をさせていただきます。

～救急医療情報キットの情報が変更となった方等へ～

救急医療情報キット 緊急ふれあいカード
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障がい福祉サービス事業所��松伏町立かるがもセンター
住所／松伏町田島 1524　　992-4132　　992-4135電話 ＦＡＸ

　原島歯科医院（院長　原島　晃氏）、埼玉県歯科医師会（地域保健部　戸張　英男氏）、
石井歯科医院（院長　石井　幸氏）、埼玉県歯科衛生士会2名のご協力のもと、利用者さん
全員の健診と「昼食後の歯磨き」についてのお話しがありました。
　新型コロナウイルス感染予防のための歯磨きポイントも分かりやすく説明していただきました。

歯科健診・歯科講習会を行いました。歯科健診・歯科講習会を行いました。

問合せ先 ９９１－１８８２
松伏町役場いきいき福祉課

９９１－２７００
松伏町社会福祉協議会

新生活基本セット 95,000円（税込104,500円）～

「「転ばぬ先の杖」転ばぬ先の杖」でで
  勉強になりました。  勉強になりました。

今年の七夕さまは、
天の川に願いをこめて、
飾りつけをしました。
皆さんの一番の願いは

“健康と世界平和でした”

ふれあいデイサービス
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日　　時 内　　容
 ９月 8日(木)13：30 ～ 15：30 敬老会
10月13日(木)13：30 ～ 15：30 芸術の秋（誰にでもできるアート）
11月10日(木)13：30 ～ 15：30 頭の体操で認知症予防

●�開催場所
�　まつぶし緑の丘公園
　�サークル室１・２
●�参加費
　�200円

～オレンジカフェに参加してみませんか？～

工場直販めん市場工場直販めん市場

毎月最終金曜・土曜は
めん市場！

株式会社菅野製麺所
松伏町松伏972-1
TEL��048-992-1147

（医）心英会 宮里医院 介護老人保健施設

埼玉県北葛飾郡松伏町金杉1908
TEL 048ー992ー5511

な
のはなの里

　オレンジカフェは、認知症について考え、みんなで語り合い認知症の理解を深めて
います。ぜひ皆さんも一緒に認知症について考えてみませんか?

※ コロナウイルスの感染拡大防止のため、状況によりオレンジカフェの開催を見合わせる
場合もあります。ご不明な点は、松伏町社会福祉協議会までお問い合わせください。

松伏町社会福祉協議会　電話 048-991-2701

松伏町学童クラブ
　まだまだ新型コロナウイルスの感染拡大が心配される中ですが、
町内の５学童では手洗いや消毒、換気やマスク着用などの基本的な感染対策を講じながらも、行事等
を工夫して楽しい保育活動に努めています。

いるかクラブ　夏まつり りす学童クラブ　工作あそび

杉の子学童クラブ　七夕まつり どんぐり学童クラブ　七夕まつり なごみ学童クラブ　七夕まつり

学童クラブ学童クラブ
今夏の様子今夏の様子
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　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い自宅で過ごす時間が増え、運動不足や身体の変化を感じている方も多い
のではないでしょうか。そこで、自宅でできる体操を紹介します。

かんたん体操かんたん体操（下肢筋力アップ）（下肢筋力アップ）
◦すねの筋力アップ（目安 10-20回）

◦お尻の筋力アップ（目安 片足 5-10回）

◦ふくらはぎの筋力アップ（目安 10-20回）

◦ももの内側の筋力アップ（目安 片足 5-10回）

つま先を上げ下げする

ボールや丸めたタオルなどをひざに挟み、ゆっくり
と押しつぶすように太ももを寄せ、5 秒保つ

つま先は正面に向けた
まま、片足を横へゆっ
くり上げて 5 秒保つ、
反対も同様に

かかとを上げ下げする

☆
座
っ
て
行
う
場
合

☆
座
っ
て
行
う
場
合

新しい生活様式で身体を動かそう!

【注意点】
①�運動の前後に
は、必ずスト
レッチを行っ
てください。

②�痛いところま
で、体を無理
に動かさない
でください。

③�運動中に息を
止めないでく
ださい。

④�反動をつけず、
ゆっくり体を
動かしてくだ
さい。

⑤�膝や腰などに
痛みが出たら
すぐに中止し、
専門家に相談
してください。

⑥�バランスがと
りづらい場合
は座って行う
か支えのある
環境で行って
ください。

◦ももの筋力アップ（目安 片足 10回）

☆
座
っ
て
行
う
場
合

ひざをゆっくり上げて 5 秒保つ  反対も同様に

◦膝上の筋力アップ（目安 片足 5-10回）

つ ま 先 を 上 に 向 け、
ひざが曲がらないよ
うにゆっくり足を伸
ばして 5 秒保つ

　介護が必要になり、介護度が認定されたらどうしたらいいか困ってしまう事が多くあります。どのようにし
たらいいのでしょうか?　介護サービスを利用するために、様々な手続きを円滑にし、ご利用者様と市町村や
サービス事業所とのパイプ役がケアマネージャーです。
　介護サービスを受けたい場合は、まずはケアマネージャーを決めて、サポートをしてもらいましょう。

か い ご の 窓 口


